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多機関協働事業
（新規）

包括的支援会議による情報共有、課
題の整理、関係機関調整、支援プラ
ンの協議、モニタリング

・庁内関係課
・市社会福祉協議会
・包括的相談支援事業者
・関係支援機関、団体等
※ケースに応じて医療機関、
警察、学校などからも招集

包括的相談
支援事業

（既存の分野別窓口
による相談支援）

【高齢】地域包括支
援センター
【障がい】障害者相
談支援事業所
【こども】こども家
庭センター
【困窮】生活自立相
談支援センター

❹

❸

相
談
者
❶

❻

包括的相談支援事業や
既存の会議体での解決
が難しい場合、多機関
協働事業へつなぐ

アウトリーチ等を通じた
継続的支援事業

（新規）

複雑化・複合化した支援ニーズを抱
えながらも必要な支援が届いていな
い人などに支援を届ける事業

参加支援事業
（新規）

既存の社会参加に向けた事業で
は対応できない人や世帯を対象
に、地域の社会資源を活用して
社会とのつながりを回復するた
めの支援

世代や属性を超えた課題
を包括的に受け止め、適
切な支援機関やサービス
につなぐ

地域づくり事業
（既存事業）

世代や属性を超えて交流で
きる場や居場所の確保、住
民同士の顔の見える関係性
の育成支援

❺

❷既存のネットワーク
による連携

地域住民・民生委員等
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